


中期利付国債 (2年・5年)の説明書
(契約締結前交付書面)

:  中期利付国債 (2年・5年)のご契約締結にあたつては、この書面の記載事項を  :
:  よくお読みいただき、ご不明な点はお取ヨ1開始前にご確認くださしヽ。        :

O中期利付国債 Q年・5年)とは
*日本国が財要な資金を集めるために発行する債券です。

*元金と利子の支払しヽは日本国が行しヽます。

*お取SIの文像 は、個人・法人のお客さまを間しヽません。

手類料などの諸費用

>ご購入の際は、購入対価のみをお支払しヽしヽただきます。
>お取ヨ|□座の管理に関する手数料はありません。

投資リスク・損失が生じる要因

>中期利付国債 (2年・5年)の価格は、金利が上昇すると下落し、金利が低下
すると上昇します。また、日本国の信用状況の変化やそれらに関する外部評

価 (格付機関による債券格付等)の変化によつても上下します。
>中期利付国債 (2年。5年)を償還日まで保有した場合は、額面金額を受取る
ことができますが、満期償還前に売却する場合は、金利の上昇や日本国の信

用状況の悪化等による価格の下落により、お受取額がご投資額を下回り、損

失が生じることがあります。

クーリングオフ

>クーリングオフ (書面による解除)の適用はありませんので、約定が成立し
た場合は、注文の取消や訂正はできません。

O中期利付国債 Q年。5年)の取引に係る金融商品取ヨ1契約の概要
*当行|よ 中期利付国債 Q年・5年)の募集の取扱しヽおよび当行が自己で直接お取ヨ|
の相手方となる売買を行しヽます。

*お取31にあたつては、取弓|□座の開設が財要です。

*お取ヨ|のご注文|よ 原則としてあらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券を

お預りしたうえで受付けます。

*ご注文にあたっては、当行所定の申込書により、銘柄、売り買しヽの別、数量等、注

文の執行に跡要な事項を明示してくださしヽ。

*お取∃|が成立した場合|よ お客さまに取弓障限告書を郵送しヽたします。
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中期利付国債 (2年・5年)の取ヨ1概要

_盗取引の対象は、個人・法人のお客さまを問いません。

中期利付国債 (24っ |ょ 房瓢吹毎月15日、中期利代腫債 (5`⊃ |よ 娠諏」、

毎月25日 (金融機関の体業日にあたる場合は翌営業日)に発行されま現

日本国が発行する償還期限2年、5年の債券です。

。発行時の利率が満期償還まで変わらない「固定金利制」を採用しています。
C適用利率は、発行時の実勢金利によって決定されます。
・適用利率に上限・下限はありません。

・販売期間中は、随時、お申込みが可能です。

・購入代金は、お申込日当日にお支払いいただきます。

購入単位は、額面金額5万円以上、5万円単位です。

購入価格

・購入価格は、実勢価格に基づいてその都度、決定いたします。

・お客さまが、中期利付国債 (2年・5年)をご購入になった日から、初回の利
払日までの期間が6ヵ月に満たない場合があります。

その場合は、お客さまがご購入の際に経過利子として6ヵ月に満たない日数

に廟じた日割りの禾」子相当額をお支払いいただきます。

※初回の利払日にはお客さまに6ヵ月分の利子が支払われるため、経過利子

のお支払いは、お客さまの不利益になるものではありません。

利払ん法

。年 2回、半年ごとに支払われます。
・利子は、利払日にお客さまの指定預金□座に自動入金いたします。

・中期利付国債 (2年)の利払日は、毎年の発行月および発行月の半年後のぬ
笞月の 15日 (金融機関の体業日にあたる場合は翌営業日)です。
。中期利付国債 (5年)の利払日は、3月、4月、5月の発行銘柄は、毎年3
月・9月の20日、6月、7月、8月の発行閣岡よ 毎年6月、12月の20日、
9月、10月、11月蜘 よ イ導年3月、9月の20日、12月、1月、2
月の発行銘柄は、毎年6月、 12月の20日 (金融機関の体業日にあたる場合
は翌営業日)です。

中途換金

。随時、お申込みが可能です。

*売却代金=額面金額×買取単価■100円+経過利息
。売却代金は、約定日から起算して4営業日目にお客さまの指定預金□座に入
金いたします。
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償還方法
・1賞還日に額面金額 100円につさ100円をお支払いいたします。
・償還金は、お客さまの指定預金□座に自動入金いたします。

取引制限

・販売期間以外は、ご購入のお申込みはできません。
。c刀却する銘柄が不」払月にあたる場合は、利払日の6営業日前から利払日の

前営業日までの期間は、お支払いする利子を確定する期間のため、ご売却は

できません。

課税上の

取 扱 い

。半年ごとに支払われる利子に対して20%(所得税15%・ 住民税5%)の税
金が源泉徴収されます。

・マ)И憂、特別マ)財憂 (ヲ酵部桜進鈴」度)をご利用になれます。

なお、言軒田につきまして|よ 税理土等の専門家にあ問い合せください。

クーリング

オフの適用

・クーリングオフ (書面による解除)の適用はありませんので、約定が成立し

た場合は、注文の取消や訂正はできません。

認定投資者保

護団体の有無
当行が対象事業者となつている認定投資者保護団体はございません。

中期利付国債 (2年・5年)は・・・

>預金商品ではなく、元本の保証はありません。

>預金保険ゐよび投資者保護基金の対象ではありません。

>「社債、株式等の振替に関する法律」に基づいて発行される債券ですが、券面は発行され

ませんので、お客さまに本券をお渡しすることはできません。

〇当行が行う登録金融機関業務の内容および方法の概要

*有価証券 (国債、地方債等)の売買、引受け、募集、売出し、私募の取扱業務

*投資信託の売買、募集、私募の取扱業務

*金融商品仲介業務
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当 行 の 概 要

(平 成 23年 4月 1日 現在 )

商   号 株式会社 山梨中央銀行

登 録 番 号 登録金融機関 関東財務局長 (登金)第41号

本店所在地 〒400-8601 山梨県甲府市丸の内一丁目20番8号

代 表 者 代表取締役  声 澤 敏 久

加 入 協 会 日本証券業協会

資 本 金 154億円

主 な 事 業 銀行業、登録金融機関業務

設 立 年 月 ]訴□16年 12月

間い合せ先

山梨県甲府市丸の内一丁目20番 8号
株式会社 山梨中央銀行 営業統括部

電話 055-224-1159

当行の苦情

処理措置

および紛争

解決措置

一般社団法人全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品

あっせん相談センターを利用

一般社団法人全国銀行協会連絡先 :全国銀行協会相談室

電話 0570-017109 または03-5252-3772

証券 。金融商品あつせん相談センター連絡先

電話  0120-64-5005
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